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日本補綴歯科学会雑誌第 6巻 4号（2014）「将来を見据えた歯科技工士教育」（東京医科歯科

大鈴木哲也教授）における「歯科技工士法第 20 条足かせ論」に見る「絶対的歯科医行為」の理解

不足について 
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鈴木前掲 398ページ 

歯科技工士法の第二十条が歯科技工士の他職種連携や職域拡大の足かせになっている。すなわち、

「歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行

うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」との一文である。 

 

歯科技工士法（昭和三十年八月十六日法律第百六十八号 



（業務上の注意）  

第二十条   歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他

歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 

 

しかし、この歯科技工士法第二十条は単に訓示規定であり、「歯科医師が行うのでなければ衛生上危

害を生ずるおそれのある行為」は、「絶対的歯科医行為」であり、歯科医師以外の者が行った場合、歯

科医師法第 17条に違反するものである。 

 

社会歯科学研究会編著「歯科五法コンメンタール-歯科関連法律の逐条解説-」122 

 

歯科医師法 （昭和二十三年七月三十日法律第二百二号） 

第４章 業 務 

第 17条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 

 

「絶対的歯科医行為」については、「絶対的医行為」「絶対的医師行為」に準じたものとして扱われてい



る。 

「絶対的医行為」については、「平成元年厚生科学研究「医療行為及び医療関係職種に関する法医

学的研究」（主任研究者若杉長英）で詳細に論じられ、近年では再検討する立場からの天野良「医

行為概念の再検討」（Vol,8 2013,8 東京大学法科大学院ローレビュー）がある。 

 

歯科衛生士法 （昭和二十三年七月三十日法律第二百四号） 

第十三条の二    歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があ

つた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯

科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の

手当をすることは、さしつかえない。 

 

絶対的歯科医行為に関しては、社会歯科学研究会編著「歯科五法コンメンタール-歯科関連法律

の逐条解説-」89ページの歯科衛生士法第十三条の二の解説において以下の様に解説されている。 

 

絶対的歯科医行為とは、診療の補助を法的に認められた職種(歯科衛生士、看護師、准看護師、

保健師、助産師、臨床検査技師、言語聴覚士、診療放射線技師)の歯科医学的知識と技能を超え、

絶対的に歯科医師が行わなければ衛生上の危害を生ずるおそれのある行為のことを言います。 



 

社会歯科学研究会編著「歯科五法コンメンタール-歯科関連法律の逐条解説-」91 

 

 また、歯科技工法(当時)の審議において、第 20条に訓示規定をおいた経緯が説明されている。(下

線は引用者による) 

 

第 22国会 - 参議院 - 社会労働委員会 – 議事録 24号  

昭和三十年七月十一日（月曜日）    

○加藤武徳君 歯科技工は、いわゆる歯科診療のなるほど一部ではあるが、必ずしも割り切った形では

ないわけなんで、従って歯科技工は、いわゆる対外的な患者に直接接触する面ではない、どういう表現

がいいか、一般国民の、あるいは患者の直接対象となるような立場ではない、かように了解するわけであ



りますが、ところで、にもかかわらず、今日まで歯科技工士がいわゆる歯科治療に類似いたしました行為を

行いましたために法にかかる、歯科医師法違反として問われる、かような例が間々あったように私は聞いて

おるのでありまするが、この点についての厚生省にもし資料があればお示し願いたい。 

○政府委員（高田浩運君） お話のように、歯科技工の職分というものは、患者に直接いたしまして印

象採得であるとか試適であるとか、そういった行為を行なってはならないことは当然のことでございまして、し

かしお話のようにまま間違いを起す者もなきにしもあらず、また将来もそういうことも杞憂に終るかもしれませ

んが、考えられないこともありませんので、念のための規定といたしまして、この法律の二十条に、そういった

ことをやってはいけないという意味の規定を置いた次第でございます。お話のように、過去において残念なが

ら、歯科技工に携わっておる人たちが歯科医療に携わり、すなわち歯科医師法違反をやって問題になっ

た例がありますが、これは別に資料として御提出さしていただきたいと思います。 

 

 歯科医師以外の者による義歯等の着脱と類似した、医師以外の者によるコンタクトレンズ着脱等を

含む医師法違反に関しては、平成 6(う)646東京高等裁判所(平成 6年 11月 15日)判決がある。  



 

 

 

まとめ 

鈴木哲也「歯科技工士法第20条足かせ論」は、歯科医師法第17条を根拠とする「絶対的歯科医行

為」についての理解が不足し、単なる訓示規定である歯科技工士法の第二十条が歯科技工士の他職

種連携や職域拡大の足かせになっているとの認識を示している。 

しかしながら、歯科技工士が、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯

科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないのは、歯科医師法第

17条を根拠とする「絶対的歯科医行為」を犯すからなのである。 

また付記すれば、「義歯等の着脱」すなわち試適、装着が「絶対的歯科医行為」に当たることは、コンタ

クトレンズの着脱が「絶対的医行為」に当たるとの判例から明らかである。 
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